
 

手 当 名
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

給料の特別
調整額

　管理又は監督の地
位にある職の特殊性
に基づき支給。

管理職手当
(教育委員会)

　管理又は監督の地
位にある職の特殊性
に基づき支給。

初任給調整
手当

　専門的な知識を必
要とし，採用困難で
ある医師等に，採用
から一定期間支給。

初任給調整
手当
（教育委員会）

　特殊な専門知識を
必要とし，採用によ
る欠員の補充に特別
の事情があるもの
に，採用から一定期
間支給。

配偶者 月額 6,500円

子   10,000円

父母等 6,500円

住居手当 　自ら居住するため
の住宅若しくは単身
赴任の職員の配偶者
が居住するための住
宅を借り家賃を支払
う職員に支給。 同 2,306,438 千円 319,000 円

同

異

本県の交通
事情を考慮
して，国の
支給限度額
24,500円
（60㎞以

上）を上回
る額を支給

同

異
給料等の算
出方法が異
なる

異
給料等の算
出方法等が
異なる

※準ずる手当
　月額：給料等×支給割合
　(移転後5年目まで4/100,移転後6年目2/100)

へき地手当
（教育委員会）

　離島等の生活不便
な地に所在するへき
地学校等に勤務する
職員に支給｡
　また，異動等に伴
い住居移転する場合
は，準ずる手当を支
給。
（小・中学校）

月額：給料等×支給割合(25/100～4/100) 3,501,981 千円 928,000 円

278,000 円

2,881,270 千円 168,000 円

同

支給実績
（30年度決算）

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（30年度決算）

827,697 千円 593,000 円

千円3,477,005

1,498,347 千円

単身赴任手当 　異動等に伴い転居
し，やむを得ない事
情により，同居して
いた配偶者と別居し
単身で生活する職員
に支給。

①基礎額
　月額30,000円

②加算額
　職員の住居と配偶者の住居間の距離に応じ
て支給。
　支給限度額：月額70,000円

扶養手当 　扶養親族のある職
員に支給。

※16歳に達する年度初めから22歳に達する年
度末までの子に対する加算：1人あたり月額
5,000円

特地勤務手当 　離島等の生活不便
な地に所在する公署
に勤務する職員に支
給。また，異動等に
伴い住居移転する場
合には，準ずる手当
を支給。

月額：給料等×支給割合(25/100～4/100)

※準ずる手当
　月額：給料等×支給割合
　(移転後5年目まで4/100,移転後6年目2/100)

③特急，高速道路利用者
　利用に係る特別料金等の額の1/2を加算。
　支給限度額：１箇月当たり20,000円

家賃の額に応じて支給。
　支給限度額：月額27,000円
※単身赴任の職員の配偶者が借家に居住する
場合は1/2の額

通勤手当 　交通機関又は交通
用具を利用して通勤
する職員に支給

①交通機関利用者
　６箇月定期券等の価格に相当する額を支
給。支給限度額：１箇月当たり55,000円

②交通用具使用者
　通勤距離に応じて支給。
　支給限度額：月額55,000円（通勤距離が95
㎞以上の場合）

(6)　その他の手当（平成31年４月１日現在）

定額（47,100円～137,700円） 

採用後の期間等に応じて１年ごとに定められ
た額
  医師［医(一)］:支給限度額 月額414,800円
　獣 医 師 ：支給限度額　月額30,000円

内容及び支給単価

定額（39,700円～72,800円）

　一部の職
につき国の
定額を下回
る定額を支

給

異

同

664,000 円

採用後の期間等に応じて１年ごとに定められ
た額
　支給限度額　2,500円

異
獣医師を支

給対象
161,575 千円 973,000 円



手 当 名
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

農林漁業普及指
導手当

　農・林・水産業
の従事者に技術等
を普及指導する職
員に支給。

79,802 千円 331,000 円

夜勤手当 　正規の勤務時間
として午後10時か
ら翌日午前５時ま
での間に勤務する
ことを命ぜられた
職員に支給。

同 189,826 千円 143,000 円

休日給 　休日等における
正規の勤務時間中
に勤務することを
命ぜられた職員に
支給。

同 528,594 千円 397,000 円

・一般の宿日直勤務 4,400円/回
・医師・歯科医師の宿日直勤務（知事部局） 21,000円/回
・特殊な業務を主とする宿日直勤務 6,100円/回

　　　　　　　　　週休日等 平日夜間

・部長級        12,000円/回 6,000円/回

・次長級        10,000円/回 5,000円/回

・課長級         8,000円/回 4,000円/回

・補佐級         6,000円/回 3,000円/回

災害派遣手当 　災害復旧等のた
めに本県に派遣さ
れ，本県に滞在す
ることを要した職
員に支給。

0 千円 0 円

義務教育等教員
特別手当
（教育委員会）

　教育職員の確保
を目的として，教
育職給料表
(二)(三)の適用者
に定額を支給。

1,010,015 千円 73,000 円

定時制通信教育
手当
（教育委員会）

　夜間定時制，通
信制の課程を置く
高校の教育職員に
支給。 13,332 千円 350,000 円

産業教育手当
（教育委員会）

　農業，水産，工
業の課程を置く高
校の教育職員のう
ち，実習を伴う農
業,水産,工業を担
当する職員に支
給。

128,180 千円 321,000 円

支給職員
１人当たり
平均支給年額

（30年度決算）

320,000 円

支給実績
（30年度決算）

616,966 千円同

・地域振興局又は支庁に勤務する普及指導員，
　林業普及指導員又は水産業普及指導員
　　　　　　　　　　　月額：給料×8/100

・農業開発総合センターの普及指導員，
　森林技術総合センターの林業普及指導員，
　水産技術開発センターの水産業普及指導員
　　　　　　　　　　　月額：給料× 6/100

宿日直手当 　日直や宿直を命
ぜられた職員に支
給。

勤務１時間当たりの給与額×勤務時間
　×　支給割合(25/100)

勤務１時間当たりの給与額　×　勤務時間
　×支給割合(135/100)

月額
　実習を伴う農業又は水産に関する科目
　　１級　　　　　19,000円
　　２級以上　　　24,000円
　実習を伴う工業に関する科目
　　１級　　　　　14,000円
　　２級以上　　　18,000円

※６時間を超える場合は，各区分の額を1.5倍する。

・滞在期間が30日以内　3,970円（6,620円）
・　〃　30日を超え60日以内 3,970円（5,870円）
・　〃　60日を超える期間  3,970円（5,140円）
　※公用の施設等に宿泊する場合の1日あたりの額。
　　（ ）はその他の施設に宿泊する場合。

級号給に応じ2,000円～8,000円を支給

月額
　夜間定時制の課程
　　１級　　　　　19,000円
　　２級以上　　　24,000円
　通信制の課程
　　１級　　　　　10,000円
　　２級以上　　　12,000円

内容及び支給単価

円

管理職員特別勤
務手当

　管理職員が，臨
時又は緊急の必要
等により，週休
日・休日及び平日
の午前０時から午
前５時までの間に
勤務した場合に支
給。

同 15,059 千円 215,000



５ 特別職の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

区 分 給料月額等

給 知 事 1,240,000円

副 知 事 970,000円

料

報 議 長 970,000円

副 議 長 870,000円

酬 議 員 780,000円

期 知 事

末 副 知 事 （平成30年度支給割合）

手 議 長 3.35月分

当 副 議 長 （20％加算措置あり）

議 員

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

退

職 知 事 1,240,000 円×2/3×勤続月数＝ 39,679,999円 （任期毎）

手 （４８月）

当 副 知 事 970,000 円×1/2×勤続月数＝ 23,280,000円 （任期毎）

（４８月）

（注）１ 退職手当の「１期の手当額」は，４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき，１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の

見込み額である。

６ 職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

区分 職 員 数 対前年
主 な 増 減 理 由

部門 平成30年 平成31年 増減数

一般行政部門 議 会 36 35 △ 1 ・事務事業の見直し等による増減

総務企画 876 910 34 増事由

税 務 181 180 △ 1 【総務企画部門】

民 生 442 449 7 ・国体・全国障害者スポーツ大会局の体

衛 生 670 659 △ 11 制強化

労 働 95 104 9 ・文化スポーツ局等の設置

農林水産 1,620 1,602 △ 18 減事由

商 工 199 187 △ 12 ・農業改良普及業務体制の見直し

土 木 911 900 △ 11 ・明治維新150周年推進室の廃止

小 計 5,030 5,026 △ 4

特別行政部門 教 育 15,164 15,152 △ 12

警 察 3,489 3,490 1

小 計 18,653 18,642 △ 11

公営 企業 等 病 院 970 986 16 ・医療技術職員の欠員補充

会 計 部 門 そ の 他 41 40 △ 1

小 計 1,011 1,026 15

総 合 計 24,694 24,694 0

(27,797) (27,835) ( 38)

（注）１ 職員数は，一般職に属する職員数であり，地方公務員の身分を保有する休職者，派遣職員等を含み，臨時又は非常勤職員を除いている。

２ （ ）内は，条例定数の合計。



(2) 年齢別職員構成の状況（平成31年４月１日現在）

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳 計

区 分           

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数 106 766 1,489 1,737 1,823 1,961 2,675 3,631 3,523 3,201 2,832 950 24,694

(3) 職員数の推移

（単位：人，％）

年度 過去５年間の

部門別 26年 27年 28年 29年 30年 31年 増減数（率）

一般行政 5,107 5,071 5,053 5,059 5,030 5,026 △81(△1.6%)

教育 15,633 15,527 15,406 15,280 15,164 15,152 △481(△3.1%)

警察 3,437 3,450 3,473 3,489 3,489 3,490 53(1.5%)

消防 0 0 0 0 0 0 ( %)

普通会計計 24,177 24,048 23,932 23,828 23,683 23,668 △509(△2.1%)

公営企業等会計計 995 1,005 1,009 1,006 1,011 1,026 31(3.1%)

総合計 25,172 25,053 24,941 24,834 24,694 24,694 △478(△1.9%)

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。



７ 公営企業職員の状況
(1) 工業用水道事業

① 職員給与費の状況
ア 決算

総 費 用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める （参考）
区 分 職員給与費比率 29年度の総費用に占

める職員給与費比率
Ａ 質収支 Ｂ Ｂ/Ａ

千円 千円 千円 ％ ％
30年度 3,236,143 41,004 26,542 0.8 10.7

※ 平成30年度は建設仮勘定の一括清算に係る特別損失（2,995,464千円）を計上したため，例年に比べて総費用が大幅に増加
している。

給 与 費 一人当たり (参考)都道府県平均
区 分 職員数 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計

Ａ Ｂ 給与費 B/A １人当たり給与費
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

30年度 ４ 14,219 6,335 5,988 26,542 6,635 －

（注）１ 職員手当には，退職手当を含まない。
２ 職員数は，平成31年３月31日現在の人数である。

② 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成31年４月１日現在）
区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

（30年度）
鹿児島県 41.5歳 301,650円 552,951円
団体平均 －歳 － 円 － 円

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当を含む。

③ 職員の手当の状況
ア 期末手当・勤勉手当

鹿 児 島 県 鹿児島県の 団体平均
一般行政職

１人当たり平均支給額（平成30年度）
1,497千円 － 千円 － 千円

（平成30年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 同 －

2.6 月分 1.85 月分
（1.45） 月分 （0.90）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階，職務の級等による加算措置 同 －

・役職加算 ５～20％
・管理職加算 10％

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成31年４月１日現在） 【知事部局と同じ】
鹿 児 島 県 鹿児島県の 団体平均

一般行政職
（支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 19.6695月分 24.586875月分
勤続２５年 28.0395月分 33.270750月分 同 －
勤続３５年 39.7575月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（２％～45％加算）

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 － － 千円



ウ 時間外勤務手当
支給実績（30年度決算） 3,679 千円
職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 736 千円
支給実績（29年度決算） 1,900 千円
職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 475 千円

（注） 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。
（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は「支給実績（平成30年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管

理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含む。



手 当 名
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と

異なる内容

管理職手当 　管理又は監督の地位にあ
る職の特殊性に基づき支
給。 同 千円 円

初任給調整
手当

　専門的な知識を必要と
し，採用困難である職に採
用された者に，採用から一
定期間支給。

同 千円 円

配偶者 月額 6,500円

子 10,000円
父母等 6,500円

住居手当 　自ら居住するための住宅
若しくは単身赴任の職員の
配偶者が居住するための住
宅を借り家賃を支払う職員
に支給。

同 243 千円 60,750 円

夜間勤務手
当

　正規の勤務時間として午
後10時から翌日午前５時ま
での間に勤務することを命
ぜられた職員に支給。
　一般行政職の「夜勤手
当」に相当。

同 千円 円

・一般の宿日直勤務 4,400円/回

・特殊な業務を主とする宿日直
勤務

6,100円/回

　　　　　　　　　週休日等 平日夜間

・部長級        12,000円/回 6,000円/回
・次長級        10,000円/回 5,000円/回
・課長級         8,000円/回 4,000円/回
・補佐級         6,000円/回 3,000円/回

採用後の期間等に応じて１年ごとに定められた
額

240,000

エ　その他の手当（平成31年４月１日現在）

内容及び支給単価

定額（47,100円～137,700円） 

扶養手当 　扶養親族のある職員に支
給。

同
※16歳に達する年度初めから22歳に達する年度
末までの子に対する加算：1人あたり月額5,000
円

千円

管理職員特
別勤務手当

家賃の額に応じて支給。
　支給限度額：月額27,000円
※単身赴任の職員の配偶者が借家に居住する場
合は1/2の額

①交通機関利用者
　６箇月定期券等の価格に相当する額を支給。
支給限度額：１箇月当たり55,000円

②交通用具使用者
　通勤距離に応じて支給。
　支給限度額：月額55,000円(通勤距離が95㎞以
上の場合)

通勤手当 　交通機関又は交通用具を
利用して通勤する職員に支
給

③特急，高速道路利用者
　利用に係る特別料金等の額の1/2を加算。
　支給限度額：１箇月当たり20,000円

※６時間を超える場合は，各区分の額を1.5倍す
る。

単身赴任手
当

　異動等に伴い転居し，や
むを得ない事情により，同
居していた配偶者と別居し
単身で生活する職員に支
給。

①基礎額
　月額30,000円

②加算額
　職員の住居と配偶者の住居間の距離に応じて
支給。
　支給限度額：月額70,000円

勤務１時間当たりの給与額×勤務時間
　×　支給割合(25/100)

宿日直手当 　日直や宿直を命ぜられた
職員に支給。

772

同

同

同

支給実績
（30年度決算）

円

円千円

千円

千円

960

円

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（30年度決算）

193,000 円

円

　管理職員が，臨時又は緊
急の必要等により，週休
日・休日及び平日の午前０
時から午前５時までの間に
勤務した場合に支給。

同 千円
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(2) 病院事業
① 職員給与費の状況

ア 決算
総 費 用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める （参考）

区 分 職員給与費比率 29年度の総費用に占
める職員給与費比率

Ａ 質収支 Ｂ Ｂ/Ａ
千円 千円 千円 ％ ％

30年度 18,612,518 279,619 10,426,073 56.0 55.5

給 与 費 一人当たり (参考)都道府県平均
区 分 職員数 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計

Ａ Ｂ 給与費 B/A １人当たり給与費

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
30年度 1,111 4,019,392 1,978,374 1,592,505 7,590,271 6,832 －

（注）１ 職員手当には，退職手当を含まない。
２ 職員数は，平成31年３月31日現在の人数である。

② 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成31年４月１日現在）
区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

（30年度）
鹿児島県 43.1歳 319,684円 569,582円
団体平均
医 師 42.9歳 573,056円 1,427,123円
看 護 師 42.6歳 293,660円 485,845円
事務職員 45.3歳 323,334円 536,827円

（注）１ 平均月収額には，期末・勤勉手当を含む。
２ 県立病院局は，平成18年度に設置されている。

③ 職員の手当の状況
ア 期末手当・勤勉手当

鹿 児 島 県 鹿児島県の 団体平均
一般行政職

１人当たり平均支給額（平成30年度）
1,429千円 － 千円

（平成30年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 同 －

2.60 月分 1.85 月分
（1.45）月分 （0.90）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階，職務の級等による加算措置 同 －

・役職加算 5 ～ 20 ％
・管理職加算 10 ％

（注）１ （ ）内は，再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成31年４月１日現在）
鹿 児 島 県 鹿児島県の 団体平均

一般行政職
（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075 月分 同 －
勤続35年 39.7575月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 696千円 20,569千円 千円



ウ 地域手当
（平成31年４月１日現在）

支給総額（平成30年度決算） 126,548千円
支給職員１人当たり平均支給年額 1,004千円

（平成30年度決算）
支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度

（支給率）
医 師 22～24％ 126人 －

（注） 地域手当は，民間賃金，物価等が特に高い地域に勤務する職員並びに採用が困難な医師及び歯科医師に支給される手当である。

（制度完成時）
支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）
医 師 ～ % －

（注） 国の制度では，平成22年度での完成を目指して，平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。

エ 特殊勤務手当（平成31年４月１日現在）
支給総額（30年度決算） 248,308千円
支給職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 267,573円
職員全体に占める手当支給職員の割合（30年度） 83.5％
手当の種類（手当数） ８

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する
(平成30年度） 支給単価

防疫等作業手当 助産師，看護師，准看護師， 感染症患者等の看護作 1,409千円 日額290円
臨床工学技士 業等に従事

放射線取扱手当 医師，診療放射線技師，看護 エックス線その他の放 4,231千円 日額250円
職員 射線を照射・透視する

作業に従事
精神保健業務手当 精神保健指定医及び当該医が 精神保健及び精神障害 18千円 日額290円

行う対象業務に立ち会った職 者の福祉に関する法律
員 に基づく診察等

夜間看護等手当 ①助産師，看護師，准看護師 ①正規の勤務時間による勤務として深夜(2 千円 ①１回
②医療職給料表の適用を受け 2:00~5:00)時間を含む夜間の勤務 166,441 2,000～
る職員（③を除く。） に従事 6,800円
③医療職給料表の適用を受け ②急患に対処するため自宅等で待機を依頼さ ②１回
る職員のうち給料の特別調整 れた職員が呼出を受け,正規の勤務時間以外 1,620円
額を支給されている職員 の時間において手術等の業務に従事 ③１回
④患者の外泊に同行する職員 ③救急患者等に対処するために呼出を受け, 5,000～

正規の勤務時間が割り振られた日の22時か 15,000円
ら翌日5時までの時間において手術等の業務 ④１回
に従事 2,000円
④姶良病院の職員が患者の外泊に同行する業
務に従事

医療業務従事手当 ①姶良病院に勤務する医師 該当職員が所掌する業 千円 ①日額
②姶良病院に勤務する看護 務に従事 65,736 1,500円
師，保健師,心理療法士,医療
福祉支援職及び患者係事務職 ②日額
員(5病院) 500円
③県立病院(5病院)に勤務す
る薬剤師,診療放射線技師， ③日額
臨床検査技師，理学療法士， 1,000円
作業療法士，言語聴覚士，臨
床工学技士，栄養指導等の業
務に従事する栄養士

専門資格業務手当 医療職給料表の適用を受ける 県立病院事業管理者が 2,919千円 日額250円
職員（医師，歯科医師である 定める専門資格を有
職員を除く。）のうち県立病 し，当該専門性に関す
院事業管理者が定める専門資 る業務，研究又は指導
格を有する職員 に従事

麻酔施行業務手当 麻酔科に勤務する医師以外の マスク又は気管内挿管 4,330千円 １回
医師又は歯科医師 による閉鎖循環式全身 20,000円

麻酔業務に従事



ドクターヘリ救急 ①医師，歯科医師 ドクターヘリに搭乗 3,224千円 ①１回
医療業務手当 ②看護師等その他の医療技術 し，医療行為等の業務 5,000円

職員 に従事 ②１回
3,000円

（注） 特殊勤務手当は，著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する職員に支給される手当である。

オ 時間外勤務手当
支給実績（30年度決算） 325,296千円
職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 343千円
支給実績（29年度決算） 337,432千円
職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 349千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は「支給実績（平成30年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職

員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含む。



手 当 名
一般行政
職の制度
との異同

一般行政
職の制度

と
異なる内

容
給料の特別
調整額

　管理又は監督の
地位にある職の特
殊性に基づき支
給。

同 35,369 千円 1,040,000 円

初任給調整
手当

　専門的な知識を
必要とし，採用困
難である医師等
に，採用から一定
期間支給。

同

初任給調整手当加
算

異

病院事業
独自の基
準により
加算額を
支給

配偶者 子 父母等 教育加算

行政職7級以下 6,500円 10,000円 6,500円 5,000円

行政職8,9級 3,500円 10,000円 3,500円 5,000円

住居手当 　自ら居住するた
めの住宅若しくは
単身赴任の職員の
配偶者が居住する
ための住宅を借り
家賃を支払う職員
に支給。

同 77,471 千円 253,000 円

同

同

同

同

同

夜勤手当 　正規の勤務時間
として午後10時か
ら翌日午前５時ま
での間に勤務する
ことを命ぜられた
職員に支給。

同 94,600 千円 180,000 円

休日給 　休日等における
正規の勤務時間中
に勤務することを
命ぜられた職員に
支給。

同 69,809 千円 85,000 円

4,400円/回
21,000円/回
6,100円/回

3,000円/回

4,000円/回

5,000円/回

6,000円/回

・一般の宿日直勤務

・特殊な業務を主とする宿日直勤務

週休日等

・補 佐 級

・課 長 級

・次 長 級

・部 長 級

 6,000円/回

 8,000円/回

カ　その他の手当（平成31年４月１日現在）

内容及び支給単価
支給実績

（30年度決
算）

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（30年度決算）

定額（62,800円～137,700円） 

採用後の期間等に応じて１年ごとに定められた額
　医師等の場合　支給限度額： 月額414,800円

450,830 千円 3,886,000 円上記初任給調整手当に加えて，業務に直接役立つと認められ
る資格を有する職員（医師）及び資格の取得に向けて業務に
精励する職員（医師）について支給。
加算額：　月額30,000円から110,000円の範囲内

扶養手当 　扶養親族のある
職員に支給。

同 117,822 千円 235,000 円
※ 教育加算
　　16歳に達する年度初めから22歳に達する年度末までの
 子に対する加算。1人あたり月額5,000円

家賃の額に応じて支給。
　支給限度額：月額27,000円
※単身赴任の職員の配偶者が借家に居住する場合は1/2の額

通勤手当 　交通機関又は交
通用具を利用して
通勤する職員に支
給

①交通機関利用者
　６箇月定期券等の価格に相当する額を支給。　　　　　支
給限度額：１箇月当たり55,000円

99,175 千円 137,000 円

②交通用具使用者
　通勤距離に応じて支給。
　支給限度額：月額55,000円（通勤距離が95㎞以上の場合）

③特急，高速道路利用者
　利用に係る特別料金等の額の1/2を加算。
　支給限度額：１箇月当たり20,000円

単身赴任手当 　異動等に伴い転
居し，やむを得な
い事情により，同
居していた配偶者
と別居し単身で生
活する職員に支
給。

①基礎額
　月額30,000円

同 44,110 千円 613,000 円
②加算額
　職員の住居と配偶者の住居間の距離に応じて支給。
　支給限度額：月額70,000円

特地勤務手当 　離島等の生活不
便な地に所在する
公署に勤務する職
員に支給。また，
異動等に伴い住居
移転する場合に
は，準ずる手当を
支給。

月額：給料等×支給割合(12/100)

206,460 千円 471,000 円※準ずる手当
　月額：給料等×支給割合
　(移転後5年目まで4/100,移転後6年目2/100)

勤務１時間当たりの給与額×勤務時間
　×　支給割合(25/100)

勤務１時間当たりの給与額　×　勤務時間
　×支給割合(135/100)

宿日直手当 　日直や宿直を命
ぜられた職員に支
給。 同 82,575 千円

管理職員特別
勤務手当

管理職員が，臨時
又は緊急の必要等
により，週休日・
休日及び平日の午
前０時から午前５
時までの間に勤務
した場合に支給。

同 710 千円

平日夜間

10,000円/回

12,000円/回

※６時間を超える場合は，各区分の額を1.5倍する。

430,000 円

237,000 円

・医師・歯科医師の宿日直勤務（知事部
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成31年４月１日現在）

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳 計

区 分           

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数 106 766 1,489 1,737 1,823 1,961 2,675 3,631 3,523 3,201 2,832 950 24,694

(3) 職員数の推移

（単位：人，％）

年度 過去５年間の

部門別 26年 27年 28年 29年 30年 31年 増減数（率）

一般行政 5,107 5,071 5,053 5,059 5,030 5,026 △81(△1.6%)

教育 15,633 15,527 15,406 15,280 15,164 15,152 △481(△3.1%)

警察 3,437 3,450 3,473 3,489 3,489 3,490 53(1.5%)

消防 0 0 0 0 0 0 ( %)

普通会計計 24,177 24,048 23,932 23,828 23,683 23,668 △509(△2.1%)

公営企業等会計計 995 1,005 1,009 1,006 1,011 1,026 31(3.1%)

総合計 25,172 25,053 24,941 24,834 24,694 24,694 △478(△1.9%)

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。


